
 

 

藤沢市骨髄ドナー支援助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク（以下、「骨髄バンク」という。） 

 が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞（以下、「骨髄等」とい

う。）を提供する者（以下、「ドナー」という。）及びドナーが勤務する事業所の事業

者に対し、助成金を交付することについて、必要事項を定めるものとする。 

 

（助成対象者） 

第２条 助成の対象となるドナー（以下、「助成対象者」という。）は、次の各号のいず

れにも該当する者及び当該助成対象者が勤務する事業所（国内に限る）の事業者（国、

地方公共団体及び独立行政法人を除く。）とする。 

（１）骨髄等の提供を完了した日に、市内に住所を有している者 

（２）骨髄提供に伴う休暇の制度がない事業所に勤務する者 

（３）骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者 

（４）他の自治体等が実施する同様の趣旨の助成金の交付等を受けていない者 

（５）市税を滞納していない者 

 

（助成内容） 

第３条 市長は、助成対象者に対して骨髄等の提供に係る通院又は入院（以下、「通院

等」という。）に要した日数に２万円を乗じて得た額の、助成対象者が勤務する事業

所の事業者に対して当該助成対象者が通院等に要した日数に１万円を乗じて得た額

の助成金を支給する。 

２ 前項の通院等に要した日数は、次の各号に係る日数を合計したものとし、その上限

は、１回の骨髄等の提供につき７日間とする。 

（１）健康診断のための通院等 

（２）自己血貯血のための通院等 

（３）骨髄等の採取のための入院 

（４）その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等 

 

（交付申請） 

第４条 助成金を受けようとする者は、藤沢市骨髄ドナー支援助成金交付申請書（ドナ

ー用）（第１号様式）又は、藤沢市骨髄ドナー支援助成金交付申請書（事業者用）（第

２号様式）により、助成対象者が骨髄等の提供を完了した日の翌日から起算して１年

以内に、次の各号の書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

（１）骨髄バンクが発行した骨髄等の提供に係る通院等の日数を証明する書類 

（２）事業者にあっては、ドナーとの雇用関係を証する書類、ドナー休暇制度がない 

ことを証する書類（就業規則等の写し等） 



 

 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 

（交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは速やかに審査を行い、申請者に

対し、藤沢市骨髄ドナー支援助成金交付決定（却下）通知書（ドナー用）（様式第３

号）又は、藤沢市骨髄ドナー支援助成金交付決定（却下）通知書（事業所用）（様式

第４号）により審査結果を申請者に通知するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第６条 助成金は，前条の規定による交付の決定後，決定を受けた者からの請求に基づ

き交付するものとする。 

 

（助成金の返還） 

第７条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたことを

認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は令和２年４月１日から施行し、同日以降に骨髄等の提供を完了し

たドナーに係る助成金の交付について適用する。 

 

（検討） 

第２条 市長は、令和１２年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加

え、その結果について必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

  



 

 

第１号様式（第４条関係）  

 

 

藤沢市骨髄ドナー支援助成金交付申請書（ドナー用） 

 

年  月  日 

藤沢市長 

申請者 住所：              

 氏名：              

電話番号：              

藤沢市骨髄ドナー支援助成金交付要綱第４条の規定に基づき、次のとおり申請します。 

生年月日 年   月   日（   歳） 

勤務先  

住所  

 

電話番号 電話（             ） 

骨髄提供日 年  月  日 

交付対象期間 

（うち助成対象日数） 

年  月  日～  

年  月  日（  日間） 

申請金額 日間 × ２万円 ＝    万円 

同様の助成金 □交付を受けていない 

照会同意欄  本申請にあたり、助成金の交付に関し必要な事項につい

て、市が保有する個人情報について照会し、また、勤務先

等に問い合わせることに同意します。 

□藤沢市住民基本台帳の記録に関する事項 

□納税に関する事項 

□勤務先との雇用関係及び勤務先の休暇制度に関する事

項 

添付書類 □骨髄等の提供に係る通院等の日数を証する書類 

□その他（                 ） 

 

 

 

 

 

 



 

 

第２号様式（第４条関係）  

 

 

藤沢市骨髄ドナー支援助成金交付申請書（事業者用） 

 

年  月  日 

藤沢市長 

申請者 所在地：              

 

    事業者名：              

代表者氏名：              

電話番号：              

（事業所名：            ） 

 

藤沢市骨髄ドナー支援助成金交付要綱第４条の規定に基づき、次のとおり申請します。 

ドナー氏名  

ドナー生年月日 年  月  日（   歳） 

ドナー住所  

交付対象期間 

（うち助成対象日数） 

年   月   日～ 

年   月   日 （   日間） 

申請金額        日間 × １万円 ＝     万円 

 

添付書類 □骨髄等の提供に係る通院等の日数を証する書類 

□ドナーとの雇用関係を証する書類 

□ドナー休暇制度がないことを証する書類 

（就業規則等の写し等） 

□その他（                 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第３号様式（第５条関係） 

 

藤沢市骨髄ドナー支援助成金交付決定（却下）通知書（ドナー用） 

第    号 

年    月  日 

 

申請者 住所： 

 

 

氏名：         様 

 

 

藤沢市長         印   

 

 

 

   年  月  日に申請がありました藤沢市骨髄ドナー支援助成金交付

申請について、次のとおり決定したので通知します。 

 

 

 

１ 決定内容   交付   却下 

 

 

２ 交付金額        円 

 

 

３ 却下の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第４号様式（第５条関係） 

 

藤沢市骨髄ドナー支援助成金交付決定（却下）通知書（事業者用） 

第    号 

年    月  日 

 

申請者 所在地： 

 

 

事業者名：          

代表者氏名：         様 

 

 

藤沢市長         印    

 

 

 

   年  月  日に申請がありました藤沢市骨髄ドナー支援助成金交付

申請について、次のとおり決定したので通知します。 

 

 

 

１ 決定内容   交付   却下 

 

 

２ 交付金額        円 

 

 

３ 却下の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


